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資料２０（再配布）

貯槽を地盤面下の貯槽室に設置する場合に講じる措置の基準

(KHKS 0006)の廃止について

１９８５年に制定した「貯槽を地盤面下の貯槽室に設置する場合に講じる措

置の基準」は、液化石油ガス貯槽を地盤面下の貯槽室に設置する方法として、

液化石油ガス保安規則には乾燥砂詰め方式しか示されていなかった当時に、強

制換気方式及び水没方式も採用できるようにするため制定されたものであり、

乾燥砂詰め方式の詳細も含めこれらの方式の詳細を示したものである。

その後、２００１年に液化石油ガス保安規則の技術基準が性能規定化された

際に、本KHKSに示した内容が液化石油ガス保安規則関係例示基準（通達）に追

加された（下表参照）。

技術基準作成基本方針において、基準類は制定、改正又は確認の日から５年

以内に全体的な確認を行い改正等を行う必要があるが、本KHKSについては以上

のような状況であるので、本KHKSは廃止することとしたい。

ＫＨＫＳ 規定項目 液化石油ガス保安規則関係例示基準

規定項目

第５節 貯槽を貯槽室に設置する場合の埋

設基準（貯槽室の防水措置を除く。）

１．貯槽の周囲に乾燥砂を詰める方式 １．貯槽の周囲に乾燥砂を詰める方式

１.１ 貯槽室の構造 １.１ 貯槽室の構造

１.１.１ 貯槽室の形状 (1) 貯槽室の形状

１.１.２ 荷重 (2) 荷重

１.１.３ 設計 (3) 設計

１.１.４ 防水のための措置 注＊

１.２ 貯槽の腐しょく防止 １.２ 貯槽の腐食防止

１.３ 砂詰 １.３ 砂詰

１.４ ガス漏えい検知警報設備 １.４ ガス漏えい検知警報設備

２．貯槽を水没させる方式 ２．貯槽を水没させる方式

２.１ 貯槽室の構造 ２.１ 貯槽室の構造

２.２ 貯槽の腐しょく防止 ２.２ 貯槽の腐食防止

２.３ 貯槽の浮力対策 ２.３ 貯槽の浮力対策
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２.４ ガス漏えい検知警報設備 ２.４ ガス漏えい検知警報設備

３．貯槽室内を強制換気する方式 ３．貯槽室内を強制換気する方式

３.１ 貯槽室の構造 ３.１ 貯槽室の構造

３.２ 貯槽の腐しょく防止 ３.２ 貯槽の腐食防止

３.３ 強制換気設備 ３.３ 強制換気設備

３.４ ガス漏えい検知警報設備 ３.４ ガス漏えい検知警報設備

注＊

第４節 貯槽室の防水措置 に規定
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特殊材料ガス災害防止自主基準 (KHKS 0007)

の廃止

１９８５年に制定した「特殊材料ガス災害防止自主基準」は、モノシラン等

半導体産業等で使用される自燃性、自己分解性、強毒性等を有する特殊なガス

についても一般の可燃性ガス、毒性ガスと同様の法規制しかなかった当時に、

これらの特殊な物性や取り扱いの実情等を考慮した自主的な保安対策の確立が

望まれ、制定したものである。

その後、これらのガスの取扱いに係る事故が続いて発生したため、１９９１

年に高圧ガス保安法（当時は、高圧ガス取締法）が改正され、また、これを受

けた１９９２年の一般高圧ガス保安規則、コンビナート等保安規則等の改正に

より、「特殊高圧ガス」等の製造、消費、移動等に係る規制が体系化され、ま

た、その特殊な物性等に応じた技術基準が追加された（下表参照）。また、特

殊高圧ガスの物性その他に関する技術的事項についてはＫＨＫ発行の「高圧ガ

ス取扱いガイドブック（特殊高圧ガス編）」（２００４年）等に示している。本

KHKSに規定された内容のうち、規制の体系化及び技術基準の追加に反映されな

かった規定はあるが、この部分のみ残して基準にする程度のものではないと考

える。

技術基準作成基本方針において、基準類は制定、改正又は確認の日から５年

以内に全体的な確認を行い改正等を行う必要があるが、本KHKSについては以上

のような状況であるので、本KHKSは廃止することとしたい。

ＫＨＫＳ 規定項目 法律・省令・高圧ガス取扱いガイドブック

規定項目

Ⅰ．総論

１．総則

１.１ はじめに

１.２ 対象 （ＫＨＫＳでは、一部、「高圧ガス」に

該当しないものも適用対象としていた）

２．保安管理面について ＫＨＫＳ制定以前から第一種製造者には

２.１ 保安管理体制 保安管理組織が規定されていた。

１９９１年の法律改正・１９９２年の省

令改正により、特殊高圧ガスの販売者には
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販売主任者の選任が、消費者には取扱主任

者の選任が、移動をする者には移動監視者

による監視が規定された。

２.２ 安全管理規定等の整備 上記法律改正・省令改正による保安管理

体制の整備、技術基準（設備、施設、運転

操作、巡視点検、修理等）の強化、教育訓

練の充実等が規定されたことに応じて規定

類・マニュアル類の整備が必要となった。

２.３ 点検・記録 同上の整備に基づき実施

２.４ 教育・訓練 同上の整備に基づき実施

２.５ 緊急通報体制等 危険時の措置として実施

３．保安設備面について 上記法律改正・省令改正による製造、貯

蔵、消費等の技術基準の強化

４．移動・容器・輸入について 上記法律改正・省令改正による移動、容

器、輸入の技術基準の強化

５．本自主基準の適用について

Ⅱ．各論

１．製造 左欄１．～６．については、上記法律改

正・省令改正による技術基準の強化

２．貯蔵

３．販売

４．輸入

５．移動

６．消費

７．廃棄 一般的な毒性ガスとしての廃棄基準のみ

８．安全管理規定等 左欄８．については、Ⅰ．２.１～２.４

に同じ。

９．雑則

Ⅲ．特殊材料ガス災害防止自主基準の

細目
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１．特殊材料ガスの充てん量 高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及

び解釈について （９）容器保安規則の運

用および解釈について 第２２条関係に規

定

輸出入における移動時等の注意事項 同上
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高圧ガス導管敷設基準 (KHKS 0301)の廃止について

１９６８年に制定した「高圧ガス導管敷設基準」は、コンビナート地域内の

事業所も一般高圧ガス保安規則の技術基準が適用されていた当時に、コンビナ

ート地域の総合保安対策の一つとして、導管（事業所間の高圧ガスの授受のた

めに設けられた管であり、事業所敷地外の部分をいう。）の設計、敷設等の技

術基準を示し、制定したものである。

その後、コンビナート地域内の事業所及び大規模事業所での事故が多発し、

これに対応するため、１９７８年にコンビナート等保安規則、告示及び省令補

完基準が制定され、本KHKSに示した内容のほとんどがこれら省令、告示及び省

令補完基準の導管に関する基準に追加された（下表参照）。

本KHKSに規定された内容のうち、これら省令、告示及び省令補完基準に移行

されなかった規定はあるが、この部分のみ残して基準にする程度のものではな

いと考える。

技術基準作成基本方針において、基準類は制定、改正又は確認の日から５年

以内に全体的な確認を行い改正等を行う必要があるが、本KHKSについては以上

のような状況であるので、本KHKSは廃止することとしたい。

ＫＨＫＳ 規定項目 省令・省令補完基準（例示基準）

規定項目

１．総則

１.１ 目的

１.２ 適用の範囲

１.３ 用語の定義

２．設計

２.１ 材料 コンビナート等保安規則（省令）第１０

条第４号、同例示基準第７２節

２.２ 肉厚の決定 省令第１０条第５号、例示基準第５節

２.３ 管外面の保護 省令第１０条第３号、例示基準第６８節

２.４ 導管の温度による伸縮 省令第１０条第３号・第６号、例示基準

第６８節・第７３節

２.５ 継手形式 省令第１０条第７号、例示基準第７４節

２.６ 導管の支持 省令第１０条第３号、例示基準第６８節

２.７ 軸応力 省令第１０条第５号

２.８ 分岐 分岐部が強度上不十分であれば補強板取
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り付けの規定であり、一般的事項

２.９ 計器類 導管又はこれに接続する設備の必要な箇

所に圧力計・温度計の設置の規定であり、

設備については省令第５条第１項第２０号

・第２１号、例示基準第６節・第７節

２.１０ 圧力安全装置 省令第５条第１項第２１号、例示基準第

７節

２.１１ 放散 安全装置の放出管の規定であり、省令第

５条第１項第２２号、例示基準第８節

２.１２ 導管の温度 省令第１０条第１号、例示基準第６９節

２.１３ 水分の除去 省令第１０条第１号、例示基準第７０節

３．導管の敷設

３.１ 敷設場所の選定 省令第１０条第１号、例示基準第６７節

３.２ 地上設置 省令第１０条第１４号、例示基準第７８

節

３.３ 地下埋設 省令第１０条第１０号・第１１号・第

１２号・第１３号、例示基準第７６節・第

７７節・

３.４ 河川横断 省令第１０条第２１号、例示基準第７８

節

３.５ 水中設置 省令第１０条第２２号、例示基準第８０

節

３.６ 導管の清掃 導管内の異物の付着・残存を防ぐ規定で

あり、一般的事項

４．導管の現場溶接施工 溶接施工全般については、下記のほかに、

「高圧ガスの配管に関する基準（ＫＨＫＳ

０８０１（２００４））」の１０．溶接、

１３．熱処理、１６．検査の規定等がある。

４.１ 溶接法 省令第１０条第９号、例示基準第７５節

４.２ 溶接士

４.３ 溶接機器 省令第１０条第９号、例示基準第７５節

４.４ 溶接材料 省令第１０条第９号、例示基準第７５節

４.５ 溶接前の継手の状態

４.６ 作業条件

４.７ 継手内のクランプ溶接

４.８ 片面重ね継ぎ手の溶接

４.９ 厚さの異なる部材の突合せ溶接
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４.１０ 予熱および溶接後の熱処理

４.１１ 溶接と天候

４.１２ 溶接部の状態

４.１３ 溶接施工法試験

４.１４ 溶接部の非破壊検査

４.１５ 安全衛生

５．耐圧・気密試験 省令第１０条第１号、例示基準第４節

５.１ 耐圧試験

５.２ 耐圧試験の注意

５.３ 気密試験

５.４ 判定基準材料

５.５ 耐圧試験のできない部分の処置

５.６ 常用のガスの使用

５.７ 不合格の場合の処置

６．保守管理

６.１ 標識 省令第１０条第２号、例示基準第１節

６.２ ガス輸送 送ガス前に空気等の排除の規定であり、

一般的事項

６.３ 導管台帳 導管の仕様、系統図等の規定であり、一

般的事項

６.４ 運転と保守 ６.４～６.７については、運転、保守等

６.５ 状況の変化に対する措置 に関する規定類の整備、巡視・点検、修理、

６.６ 通信連絡 緊急時の措置等に関する事項であり、省令

６.７ 応急補修 第２２条の危害予防規程による。
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安全弁の適用基準（ガス設備） (KHKS 0303)の廃止

１９７３年に制定した「安全弁の適用基準（ガス設備）」は、安全弁の吹き

出し面積、吹き出し量等の規定が省令補完基準に規定されていたものの、ごく

簡単にしか規定されていなかった当時に、設計等に当たって必要な事項の詳細

を示し、制定したものである。

その後、１９７５年に「製造施設の位置、構造及び設備並びに製造の方法に

関する技術基準の細目を定める告示」が制定された際に、本KHKSに示した内容

のうちの重要事項がこの告示（現在は、例示基準に移動）に追加された（下表

参照）。また、１９７８年にＪＩＳＢ８２１０が「蒸気用ばね安全弁」から「蒸

気用及びガス用ばね安全弁」となり、適用範囲がガス用にも拡大された。

本KHKSに規定された内容のうち、この告示に移行されなかった規定はあるが、

ＪＩＳＢ８２１０「蒸気用及びガス用ばね安全弁」もあり、移行されなかった

部分のみ残して基準にする程度のものではないと考える。

技術基準作成基本方針において、基準類は制定、改正又は確認の日から５年

以内に全体的な確認を行い改正等を行う必要があるが、本KHKSについては以上

のような状況であるので、本KHKSは廃止することとしたい。

ＫＨＫＳ 規定項目 省令・告示・省令補完基準（例示基準）

規定項目〔例:一般高圧ガス保安規則〕

１．総則

１.１ 適用の範囲

１.２ 用語の定義

１.３ 安全弁各部の名称

１.４ 安全弁の呼び方

２．構造

２.１ 材料 一般高圧ガス保安規則（省令）第６条第

１項第１４号、同例示基準第９節、同例示

基準第１３節２.２（１）

２.２ 材料の使用制限 省令第６条第１項第１４号、同例示基準

第９節

２.３ 構造一般 省令第６条第１項第１９号、同例示基準

第１３節２.２（１）なお、ＪＩＳＢ８２１

０蒸気用及びガス用ばね安全弁等に規定が

ある。



- 10 -

２.４ 選定 省令第６条第１項第１９号、同例示基準

第１３節２.１

２.５ 表示 銘板による表示等の規定であり、一般的

事項。なお、ＪＩＳＢ８２１０蒸気用及び

ガス用ばね安全弁等に規定がある。

３．設置

３.１ 取付け箇所 省令第６条第１項第１９号、製造細目告

示第７条の２

３.２ 安全弁の元弁および放出管への 止弁の施錠等については省令第６条第１

止弁の設置 項第４１号、同例示基準第３３節、常時全

開については省令第６条第２項第１号

３.３ 放出 省令第６条第１項第２０号、同例示基準

第１４節

４．設計

４.１ 設定圧力 省令第６条第１項第１９号

４.２ 所要吹出し量 ４.２～４.４について省令第６条第１項

４.３ 所要吹出し面積 第１９号、同例示基準第１３節２.２（２）

４.４ 断熱材の条件 ～（５）

５．検査

５.１ 検査通則 製造時、受入時の検査についての規定で

あり、一般的事項

５.２ ばね安全弁 大臣認定試験者試験成績書、高圧ガス設

備試験成績書、完成検査方法基準等による。

なお、ＪＩＳＢ８２１０蒸気用及びガス用

ばね安全弁に規定がある。

５.３ 破裂板安全弁 大臣認定試験者試験成績書、高圧ガス設

備試験成績書、完成検査方法基準等による。

なお、ＪＩＳＢ８２２６破裂板式安全装置

に規定がある。

６．維持管理

６.１ 管理通則 保安検査、定期自主検査等の維持管理の

検査に関しての規定であり、一般的事項

６.２ ばね安全弁 保安検査基準、定期自主検査指針による。

６.３ 破裂板安全弁 保安検査基準、定期自主検査指針による。

６.４ 複合式安全弁 保安検査基準、定期自主検査指針による。
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ＬＰガスプラント検査基準（Ｓｅｃ.１～３） (KHKS 0603)

の廃止

１９７８年に制定した「ＬＰガスプラント検査基準」は、設置後のＬＰガス

プラントの設備・施設の劣化損傷、機器類の機能低下等の有無を定期的に確認

するための検査方法等を示したものである。なお、「ＬＰガスプラント検査基

準(KHKS 0603)」は、（社）日本エルピーガスプラント協会の「ＬＰガスプラン

ト検査基準(JLPA 501)」と同じ内容のもの（同じ内容の規格を両協会で各々制

定し、発行していた。）であり、ＬＰガスプラントの定期検査や保安検査の際

の基準として広く活用されてきた。

その後、１９９８年の「ＬＰガスプラント検査基準(JLPA 501)」の改定の際

から、「ＪＬＰＡ ５０１」を「高圧ガス保安協会推薦」とした。

更にその後、保安検査基準(KHKS 0850シリーズ)、定期自主検査指針(KHKS 1

850シリーズ)が制定された以降は、「ＪＬＰＡ ５０１」は、ＫＨＫの保安検

査基準及び定期自主検査指針との整合を図りつつ、本KHKSを補完し、より詳細

な、より実践的な内容を示した基準として位置付けられている。

技術基準作成基本方針において、基準類は制定、改正又は確認の日から５年

以内に全体的な確認を行い改正等を行う必要があるが、本KHKSについては以上

のような状況であるので、本KHKSは廃止することとしたい。
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